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報第14号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

令和３年５月28日提出 

 

                      多治見市長  古 川  雅 典 

 

 

専第13号 

 

権利の放棄について 

 

次のとおり権利を放棄することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

180条第１項の規定により、専決処分する。 

 

令和３年５月18日 

 

                     多治見市長  古 川  雅 典 

 

 

１ 権利放棄の内容 土地貸付料の未収金 

２ 債務者 多治見市 クオリティカーズオートセールスリミテッド株式会社 

３ 権利放棄する金額 306円 

４ 権利放棄の理由 対象の債権について、消滅時効に係る時効期間が満了し、かつ、

債務者が時効の援用をする見込みがあるため。 
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議第57号 

 

多治見市税条例の一部を改正するについて 

 

多治見市税条例（昭和25年告示第45号）の一部を次のように改正するものとする。 

 

令和３年５月28日提出 

 

多治見市長   古 川  雅 典 

 

 

多治見市税条例の一部を改正する条例 

多治見市税条例（昭和25年告示第45号）の一部を次のように改正する。 

第27条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親

族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

第38条第１項第２号及び第３号中「寄附金（」の次に「出資に関する業務に充てら

れることが明らかなものを除き、」を加え、同項第４号中「を除く。」を「及び出資

に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」に改め、同項第５号及び第

６号中「寄附金（」の次に「出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除

き、」を加え、同項第７号中「を除く。」を「及び出資に関する業務に充てられるこ

とが明らかなものを除き、」に改め、同項第８号中「寄附金（」の次に「出資に関す

る業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同項第10号中「もの」の

次に「及び出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」を加える。 

第41条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢16歳未満の者に限

る」に改める。 

附則第４条の４第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢16歳未満の者及び控除対

象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

附則第５条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

附 則 

（施行期日） 
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第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

(１) 第38条第１項の改正規定及び附則第５条の改正規定並びに次条第１項の規定 

令和４年１月１日 

(２) 第27条第２項及び第41条の３の３第１項の改正規定並びに附則第４条の４第

１項の改正規定並びに次条第２項の規定 令和６年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の多治見市税条例（以下「新条例」という。）第38条第１項の規定は、

所得割の納税義務者が前条第１号に掲げる改正規定の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に支出する同項に規定する寄附金又は金銭について適用し、所得割の

納税義務者が施行日前に支出した改正前の多治見市税条例第38条第１項に規定する

寄附金又は金銭については、なお従前の例による。 

２ 新条例第27条第２項及び第41条の３の３第１項並びに附則第４条の４第１項の規

定は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分まで

の個人の市民税については、なお従前の例による。 
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議第58号 

 

多治見市介護保険条例及び多治見市国民健康保険条例の一部を改正する

条例の一部を改正するについて 

 

多治見市介護保険条例及び多治見市国民健康保険条例の一部を改正する条例（令和

２年条例第29号）の一部を次のように改正するものとする。 

 

令和３年５月28日提出 

 

多治見市長   古 川  雅 典 

 

 

多治見市介護保険条例及び多治見市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例 

 多治見市介護保険条例及び多治見市国民健康保険条例の一部を改正する条例（令和

２年条例第29号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 第１条による改正後の多治見市介護保険条例附則第11条の規定は、次の保険料に

ついて適用する。 

(１) 令和元年度及び令和２年度の保険料（令和２年２月１日から令和３年３月31

日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金

給付の支払日）が設定されているもの（令和２年１月以前分の保険料を除く。）

に限る。） 

(２) 令和２年度及び令和３年度の保険料（令和３年４月１日から令和４年３月31

日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金

給付の支払日）が設定されているものに限る。） 

３ 第２条による改正後の多治見市国民健康保険条例附則第16条の規定は、次の保険

料について適用する。 
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(１) 令和元年度及び令和２年度の保険料（令和２年２月１日から令和３年３月31

日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金

給付の支払日）が設定されているもの（令和２年１月以前分の保険料を除く。）

に限る。） 

(２) 令和２年度及び令和３年度の保険料（令和３年４月１日から令和４年３月31

日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金

給付の支払日）が設定されているものに限る。） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

6 

議第59号 

 

多治見市中小企業小口融資条例の一部を改正するについて 

 

多治見市中小企業小口融資条例（昭和50年条例第11号）の一部を次のように改正す

るものとする。 

 

令和３年５月28日提出 

 

多治見市長   古 川  雅 典 

 

 

多治見市中小企業小口融資条例の一部を改正する条例 

多治見市中小企業小口融資条例（昭和50年条例第11号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条中「この条例による融資」の次に「（第６条第１号を除き、以下「融資」と

いう。）」を加える。 

第４条各号列記以外の部分を次のように改める。 

  融資の申込みをすることができる中小企業者は、次の要件を備える者とする。 

第４条第４号中「又は寡婦控除額」を「、寡婦控除額又はひとり親控除額」に改め、

同条第５号ア中「障害者控除額又は寡婦控除額」を「地方税法の規定による障害者控

除額、寡婦控除額又はひとり親控除額」に改める。 

第５条第１項中「この条例に基づく融資」を「融資」に改める。 

第６条を削る。 

第７条中「この条例に基づく融資」を「融資」に改め、同条第１号中「以内」の次

に「（協会が保証する他の融資を受けている場合にあっては、2,000万円から当該融資

の元本の残高（根保証の場合は融資極度額）を控除した額以内）」を加え、同条第８

号中「金融機関所定」を「指定金融機関所定」に改め、同条を第６条とする。 

第８条中「この条例に基づく融資」を「融資」に改め、同条を第７条とする。 

第９条の前の見出し及び同条から第11条までを削り、第12条を第８条とする。 
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附 則 

１ この条例は、令和３年７月１日から施行する。 

２ 多治見市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和52年条例第

３号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「小口融資審査委員会委員」を削る。 
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報第15号 

 

令和２年度多治見市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第１項の規定により、令和２年

度多治見市一般会計継続費繰越計算書を次のとおり調製したので、これを議会に報告

する。 

 

令和３年５月28日提出 

 

多治見市長   古 川  雅 典 
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報第16号 

 

令和２年度多治見市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により、令和２年

度多治見市一般会計繰越明許費繰越計算書を次のとおり調製したので、これを議会に

報告する。 

 

令和３年５月28日提出 

 

多治見市長   古 川  雅 典 
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商

工
費

緊
急

経
済

対
策

関
係

費
（

雇
用

安
定

助
成

金
）

1
5
,0

0
0
,0

0
0

2
,6

0
0
,0

0
0

2
,6

0
0
,0

0
0

7
商

工
費

1
商

工
費

緊
急

経
済

対
策

関
係

費
（

雇
用

調
整

助
成

金
等

申
請

委
託

料
補

助
金

）

1
商

工
費

緊
急

経
済

対
策

関
係

費
（

駐
車

場
指

定
管

理
者

等
緊

急
支

援
金

）
9
,0

0
0
,0

0
0

9
,0

0
0
,0

0
0

1
5
,0

0
0
,0

0
0

2
,6

0
0
,0

0
0

1
5
,0

0
0
,0

0
0

9
,0

0
0
,0

0
0

3
,6

0
0
,0

0
0

美
濃

焼
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
管

理
運

営
事

業
費

（
指

定
管

理
者

緊
急

支
援

金
）

5
0
0
,0

0
0

7
商

工
費

1
商

工
費

緊
急

経
済

対
策

関
係

費
（

多
治

見
で

働
こ

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

参
加

企
業

採
用

支
援

補
助

金
）

3
,6

0
0
,0

0
0

3
,6

0
0
,0

0
0

7
商

工
費

5
0
0
,0

0
0

7
商

工
費

1
商

工
費

た
じ

み
ビ

ジ
ネ

ス
プ

ラ
ン

コ
ン

テ
ス

ト
事

業
費

5
0
0
,0

0
0

2
0
5
,0

0
0

2
0
5
,0

0
0

2
0
5
,0

0
0

7
商

工
費

1
商

工
費
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

款
項

事
業

名
金

額
翌

年
度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源

一
般

財
源

1
8
,7

3
8
,0

0
0

1
8
,7

3
8
,0

0
0

5
,9

5
1
,0

0
0

7
商

工
費

1
商

工
費

モ
ザ

イ
ク

タ
イ

ル
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
管

理
運

営
費

（
指

定
管

理
者

緊
急

支
援

金
）

5
,9

5
1
,0

0
0

5
,9

5
1
,0

0
0

1
8
,7

3
8
,0

0
0

7
商

工
費

1
商

工
費

観
光

施
設

整
備

事
業

費
（

タ
イ

ル
収

蔵
施

設
改

修
工

事
）

1
,3

0
0
,0

0
0

7
商

工
費

1
商

工
費

産
業

文
化

セ
ン

タ
ー

管
理

費
（

指
定

管
理

者
緊

急
支

援
金

）
1
,9

8
9
,0

0
0

1
,4

0
0
,0

0
0

1
,3

0
0
,0

0
0

7
商

工
費

1
商

工
費

ロ
ケ

ツ
ー

リ
ズ

ム
推

進
事

業
費

（
お

土
産

コ
ン

ペ
テ

ィ
シ

ョ
ン

賞
金

）

1
,9

8
9
,0

0
0

1
,9

8
9
,0

0
0

1
4
,0

0
0
,0

0
0

1
3
,1

0
0
,0

0
0

8
土

木
費

2
道

路
橋

り
ょ

う
費

道
路

改
良

事
業

費
（

単
独

）
（

県
立

多
治

見
病

院
拡

張
道

路
改

良
工

事
等

）

4
都

市
計

画
費

駅
南

市
街

地
再

整
備

事
業

費
2
,2

2
2
,9

0
1
,0

0
0

1
,5

1
0
,0

8
1
,0

0
0

4
,1

0
0
,0

0
0

9
,0

0
0
,0

0
0

9
2
6
,7

2
8
,0

0
0

5
5
7
,3

0
0
,0

0
0

3
,4

5
0
,0

0
0

市
営

住
宅

施
設

整
備

費
（

南
姫

団
地

等
市

営
住

宅
解

体
工

事
）

8
土

木
費

4
都

市
計

画
費

空
き

家
対

策
事

業
費

5
,0

0
0
,0

0
0

3
,4

5
0
,0

0
0

2
6
,0

5
3
,0

0
0

8
土

木
費

3
6
,4

2
6
,0

0
0

3
6
,4

2
6
,0

0
0

3
6
,4

2
6
,0

0
0

8
土

木
費

5
住

宅
費
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

款
項

事
業

名
金

額
翌

年
度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源

一
般

財
源

8
,6

4
9
,7

3
0

1
6
,3

0
0
,0

0
0

1
6
,3

0
0
,0

0
0

1
4
,7

1
9
,7

3
0

9
消

防
費

1
消

防
費

防
災

情
報

提
供

費
（

土
砂

災
害

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
作

製
業

務
等

）
1
5
,5

8
7
,0

0
0

6
,0

7
0
,0

0
0

9
1
,7

5
7
,0

0
0

1
6
1
,2

0
0
,0

0
0

1
5
,6

9
3
,0

0
0

1
0

教
育

費
2

小
学

校
費

小
学

校
施

設
改

良
事

業
費

（
精

華
小

学
校

な
ど

５
小

学
校

ト
イ

レ
洋

式
化

工
事

）
2
8
7
,9

5
0
,0

0
0

2
6
8
,6

5
0
,0

0
0

1
6
,3

0
0
,0

0
0

1
0

教
育

費
2

小
学

校
費

小
学

校
感

染
症

対
策

等
教

育
活

動
継

続
支

援
事

業
費

1
0

教
育

費
2

小
学

校
費

小
学

校
空

調
機

整
備

事
業

費
（
養

正
小

学
校

な
ど

３
小

学
校

職
員

室
等

空
調

機
更

新
工

事
・

1
2

小
学

校
特

別
教

室
空

調
機

新
設

工
事

）
3
0
6
,0

0
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0
,0

0
0

1
0

教
育

費
2

小
学

校
費

小
泉

小
学

校
建

替
事

業
費

（
単

独
）

（
グ

ラ
ウ

ン
ド

改
修

工
事

）

3
中

学
校

費
中

学
校

感
染

症
対

策
等

教
育

活
動

継
続

支
援

事
業

費
8
,6

0
0
,0

0
0

8
,6

0
0
,0

0
0

2
9
6
,8

0
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0
,0

0
0

8
6
,7

3
4
,0

0
0

1
8
,4

9
8
,0

0
0

1
5
,9

0
0
,0

0
0

1
7
5
,6

6
8
,0

0
0

8
,6

0
0
,0

0
0

7
7
,0

7
5
,0

0
0

1
5
1
,7

0
0
,0

0
0

1
7
5
,0

0
0

中
学

校
耐

震
補

強
事

業
費

（
北

陵
中

学
校

屋
内

運
動

場
外

壁
等

改
修

工
事

）

1
0

教
育

費
3

中
学

校
費

中
学

校
施

設
改

良
事

業
費

（
平

和
中

学
校

な
ど

４
中

学
校

ト
イ

レ
洋

式
化

工
事

）
2
2
8
,9

5
0
,0

0
0

2
2
8
,9

5
0
,0

0
0

1
0

教
育

費

7
6
,0

0
0

2
9
,9

6
1
,0

0
0

2
0
,0

6
1
,0

0
0

1
0
,0

8
5
,0

0
0

9
,9

0
0
,0

0
0

1
0

教
育

費
3

中
学

校
費
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

3
,6

9
3
,5

2
5
,0

0
0

2
,8

8
3
,9

3
5
,2

3
8

2
1
4
,5

8
4
,0

0
0

1
,2

9
0
,9

0
3
,5

0
8

9
1
4
,9

0
0
,0

0
0

9
,0

0
0
,0

0
0

4
5
4
,5

4
7
,7

3
0

款
項

事
業

名
金

額
翌

年
度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源

一
般

財
源

4
2
,4

9
9
,0

0
0

2
0
1
,1

3
1
,0

0
0

1
0

教
育

費
3

中
学

校
費

中
学

校
空

調
機

整
備

事
業

費
（

小
泉

、
北

陵
中

学
校

職
員

室
等

空
調

機
更

新
工

事
・

全
中

学
校

特
別

教
室

空
調

機
新

設
工

事
）

2
0
1
,7

0
0
,0

0
0

1
2
7
,7

0
0
,0

0
0

1
2
,0

3
2
,0

0
0

1
8
,9

0
0
,0

0
0

3
1
5
,0

0
0

1
0

教
育

費
6

社
会

教
育

費
笠

原
中

央
公

民
館

管
理

費
（

指
定

管
理

者
緊

急
支

援
金

）
3
1
5
,0

0
0

3
1
5
,0

0
0

1
0

教
育

費
7

保
健

体
育

費
体

育
施

設
管

理
費

（
指

定
管

理
者

緊
急

支
援

金
）

2
,5

3
5
,0

0
0

1
,8

6
3
,0

0
0

1
,8

6
3
,0

0
0

1
,8

6
3
,0

0
0

1
0

教
育

費
6

社
会

教
育

費
学

習
館

管
理

費
（

指
定

管
理

者
緊

急
支

援
金

）

1
0

教
育

費
7

保
健

体
育

費
体

育
館

管
理

費
（

指
定

管
理

者
緊

急
支

援
金

）
2
,9

5
4
,0

0
0

2
,9

5
4
,0

0
0

2
,5

3
5
,0

0
0

合
計

2
,9

5
4
,0

0
0

2
,5

3
5
,0

0
0
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報第17号 

 

   令和２年度多治見市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第150条第３項の規定により、令和２年

度多治見市一般会計事故繰越し繰越計算書を次のとおり調製したので、これを議会に

報告する。 

 

 令和３年５月28日提出 

 

                     多治見市長   古 川  雅 典 
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（
単

位
：
円

）

1
0
,5

6
4
,8

7
9

1
,1

8
0
,0

0
0

9
,3

8
4
,8

7
9

9
,3

8
4
,8

7
9

9
,3

8
4
,8

7
9

令
和

２
年

度
多

治
見

市
一

般
会

計
事

故
繰

越
し

繰
越

計
算

書

6
農

林
水

産
業

費
2

林
業

費
保

健
保

安
林

整
備

費
（
潮

見
公

園
ト
イ

レ
外

壁
タ

イ
ル

工
事

）

款
項

事
業

名
支

出
負

担
行

為
額

4
衛

生
費

一
般

財
源

1
,3

5
0
,0

0
0

市
民

参
加

に
よ

り
モ

ザ
イ

ク
ア

ー
ト
制

作
を

行
う
予

定
で

あ
っ

た
が

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
よ

り
年

度
内

に
実

施
で

き
な

い
た

め
（
令

和
２
年

1
0
月

５
日

付
け

変
更

契
約

締
結

）
※

　
繰

越
明

許
予

算
か

ら
の

繰
越

1
9
1
,4

0
0

合
計

1
保

健
衛

生
費

環
境

衛
生

総
務

事
務

費
（
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

廃
棄

物
処

理
委

託
）

7
,8

4
3
,4

7
9

7
,8

4
3
,4

7
9

委
託

会
社

か
ら

年
度

内
の

履
行

が
で

き
な

い
旨

の
申

し
出

が
あ

っ
た

た
め

（
令

和
２
年

８
月

2
6
日

付
け

契
約

締
結

）

支
出

済
額

既
収

入
特

定
財

源

翌
年

度
繰

越
額

支
出

未
済

額

左
の

内
訳

支
出

負
担

行
為

予
定

額

左
の

財
源

内
訳

説
明

未
収

入
特

定
財

源

4
衛

生
費

1
保

健
衛

生
費

環
境

衛
生

総
務

事
務

費
（
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

廃
棄

物
運

搬
委

託
）

1
9
1
,4

0
0

7
,8

4
3
,4

7
9

7
,8

4
3
,4

7
9

委
託

会
社

か
ら

年
度

内
の

履
行

が
で

き
な

い
旨

の
申

し
出

が
あ

っ
た

た
め

(令
和

３
年

３
月

１
日

付
け

契
約

締
結

）
1
9
1
,4

0
0

1
9
1
,4

0
0

2
,5

3
0
,0

0
0

1
,1

8
0
,0

0
0

1
,3

5
0
,0

0
0

1
,3

5
0
,0

0
0
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報第18号 

 

令和２年度多治見市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により、令和２年度

多治見市水道事業会計予算繰越額の使用に関する計画について、繰越計算書をもって

次のとおり報告を受けたので、これを議会に報告する。 

 

令和３年５月28日提出 

 

多治見市長   古 川  雅 典 
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地

方
公

営
企

業
法

第
2
6
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
建

設
改

良
費

の
繰

越
額

（
単

位
　

円
）

左
の

財
源

内
訳

損
益

勘
定

留
保

資
金

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

国
道

2
4
8
号

線
道

路
改

良
工

事
に

伴
う

配
水

管
布

設
替

工
事

2
6
,
9
5
0
,
0
0
0

0
2
6
,
9
5
0
,
0
0
0

2
6
,
9
5
0
,
0
0
0

0
0
県

道
改

良
工

事
と

の
工

程
調

整
の

た
め

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

重
要

給
水

施
設

整
備

事
業

虎
渓

山
工

区
（

虎
渓

山
配

水
池

～
上

山
町

）
配

水
管

布
設

工
事

基
本

詳
細

設
計

業
務

委
託

1
5
,
6
2
0
,
0
0
0

0
1
5
,
6
2
0
,
0
0
0

1
5
,
6
2
0
,
0
0
0

0
0

道
路

横
断

箇
所

に
つ

い
て

、
関

係
機

関
と

の
協

議
に

時
間

を
要

し
た

た
め

款
項

事
業

名
不

用
額

翌
年

度
繰

越
額

令
和

２
年

度
多

治
見

市
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

説
　

　
　

明
支

払
義

務
発

 
生

 
額

予
算

計
上

額
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報第19号 

 

令和２年度多治見市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により、令和２年度

多治見市下水道事業会計予算繰越額の使用に関する計画について、繰越計算書をもっ

て次のとおり報告を受けたので、これを議会に報告する。 

 

令和３年５月28日提出 

 

多治見市長   古 川  雅 典 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　
地

方
公

営
企

業
法

第
2
6
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額
（

単
位

　
円

）

国
庫

補
助

金
下

水
道

事
業

債
そ

の
他

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

公
共

下
水

道
事

業
に

伴
う

管
渠

移
設

工
事

8
,
6
4
0
,
0
0
0

3
,
2
0
0
,
0
0
0

5
,
4
4
0
,
0
0
0

0
5
,
1
0
0
,
0
0
0

3
4
0
,
0
0
0

0
0

　
関

係
地

権
者

と
の

施
工

に
関

す
る

協
議

に
時

間
を

要
し

た
た

め
工

事
を

繰
り

越
す

も
の

。

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

国
道

2
4
8
号

交
差

点
改

良
に

伴
う

下
水

道
管

渠
布

設
替

工
事

（
未

契
約

分
）

1
5
,
4
0
0
,
0
0
0

0
1
5
,
4
0
0
,
0
0
0

0
1
4
,
6
0
0
,
0
0
0

8
0
0
,
0
0
0

0
0

　
岐

阜
県

の
実

施
す

る
国

道
2
4
8
号

交
差

点
改

良
に

合
わ

せ
て

工
事

を
実

施
す

る
た

め
に

繰
り

越
す

も
の

。

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

計
画

に
伴

う
管

渠
更

新
そ

の
１

工
事

1
5
,
3
1
0
,
4
0
0

0
1
5
,
3
1
0
,
4
0
0

0
1
4
,
5
0
0
,
0
0
0

8
1
0
,
4
0
0

0
0

　
再

開
発

事
業

と
の

施
工

時
期

調
整

で
、

工
事

時
期

及
び

工
事

規
制

の
調

整
に

不
測

の
日

数
を

要
し

、
年

度
内

の
完

成
が

困
難

と
な

っ
た

た
め

工
事

を
繰

り
越

す
も

の
。

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

計
画

に
伴

う
管

更
生

そ
の

２
工

事
8
4
,
6
0
0
,
0
0
0

3
3
,
3
0
0
,
0
0
0

5
1
,
3
0
0
,
0
0
0

1
7
,
8
2
4
,
0
0
0

3
0
,
8
0
0
,
0
0
0

2
,
6
7
6
,
0
0
0

0
0

　
再

開
発

事
業

と
の

施
工

時
期

調
整

で
、

工
事

時
期

及
び

工
事

規
制

の
調

整
に

不
測

の
日

数
を

要
し

、
年

度
内

の
完

成
が

困
難

と
な

っ
た

た
め

工
事

を
繰

り
越

す
も

の
。

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

計
画

に
伴

う
管

渠
埋

設
工

事
（

梅
平

地
区

）

2
9
,
0
0
0
,
0
0
0

1
1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
8
,
0
0
0
,
0
0
0

8
,
2
5
0
,
0
0
0

8
,
8
0
0
,
0
0
0

9
5
0
,
0
0
0

0
0

　
工

事
現

場
の

試
掘

を
し

た
結

果
、

各
戸

と
の

接
続

の
設

計
に

差
異

が
大

き
く

、
そ

の
施

工
調

整
に

時
間

を
要

し
、

年
度

内
の

完
成

が
困

難
と

な
っ

た
た

め
工

事
を

繰
り

越
す

も
の

。

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

計
画

に
伴

う
管

渠
埋

設
そ

の
２

工
事

（
梅

平
地

区
）

4
,
5
0
0
,
0
0
0

0
4
,
5
0
0
,
0
0
0

0
4
,
2
0
0
,
0
0
0

3
0
0
,
0
0
0

0
0

　
工

事
現

場
の

試
掘

を
し

た
結

果
、

各
戸

と
の

接
続

の
設

計
に

差
異

が
大

き
く

、
そ

の
施

工
調

整
に

時
間

を
要

し
、

年
度

内
の

完
成

が
困

難
と

な
っ

た
た

め
工

事
を

繰
り

越
す

も
の

。

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

管
渠

耐
震

化
に

伴
う

管
更

生
工

事
8
6
,
8
0
9
,
8
0
0

3
4
,
5
0
0
,
0
0
0

5
2
,
3
0
9
,
8
0
0

2
5
,
9
2
5
,
0
0
0

2
3
,
7
0
0
,
0
0
0

2
,
6
8
4
,
8
0
0

0
0

　
前

年
度

調
査

内
容

と
違

う
不

具
合

（
浸

入
水

）
が

発
見

さ
れ

、
こ

れ
に

対
応

す
る

施
工

方
法

の
選

定
に

時
間

を
要

し
設

計
業

務
の

完
成

が
遅

れ
た

た
め

、
年

度
内

の
完

成
が

困
難

と
な

っ
た

た
め

工
事

を
繰

り
越

す
も

の
。

説
　

　
　

明

左
の

財
源

内
訳

令
和

２
年

度
多

治
見

市
下

水
道

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

款
項

事
業

名
予

算
計

上
額

支
払

義
務

発
 
生

 
額

翌
年

度
繰

越
額

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額
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報第20号 

 

令和２年度多治見市病院事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により、令和２年度

多治見市病院事業会計予算繰越額の使用に関する計画について、繰越計算書をもって

次のとおり報告を受けたので、これを議会に報告する。 

 

令和３年５月28日提出 

 

多治見市長   古 川  雅 典 
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地

方
公

営
企

業
法

第
2
6
条

第
２

項
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

る
病

院
医

業
費

用
の

繰
越

額
（
事

故
繰

越
額

）
（
単

位
：
円

）

左
の

財
源

内
訳

当
年

度
損

益
勘

定
留

保
資

金

2
1
 病

院
事

業
費

用
1
 病

院
医

業
費

用
Ｐ

Ｃ
Ｂ

廃
棄

物
処

理
委

託
2
,6

1
5
,0

0
0

2
,6

1
4
,4

6
7

2
,6

1
4
,4

6
7

2
,6

1
4
,4

6
7

0
0

委
託

会
社

か
ら

年
度

内
の

履
行

が
で

き
な

い
旨

の
申

し
出

が
あ

っ
た

た
め

（
令

和
２
年

８
月

26
日

付
け

契
約

締
結

）

2
1
 病

院
事

業
費

用
1
 病

院
医

業
費

用
Ｐ

Ｃ
Ｂ

廃
棄

物
運

搬
委

託
6
2
,7

0
0

6
2
,7

0
0

6
2
,7

0
0

6
2
,7

0
0

0
0

委
託

会
社

か
ら

年
度

内
の

履
行

が
で

き
な

い
旨

の
申

し
出

が
あ

っ
た

た
め

（
令

和
３
年

３
月

１
日

付
け

契
約

締
結

）

翌
年

度
繰

越
額

令
和

２
年

度
多

治
見

市
病

院
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

款
項

事
業

名
不

用
額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

説
明

予
算

計
上

額
支

払
義

務
発

生
額


